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抄 録
さまざまな侵襲的医療行為がおこなわれ，易感染性の免疫低下患者が多数収容されている病院では，

職員が患者に感染症を伝播させることがあってはならない．したがって，職員の健康管理は重要で，ワ
クチン接種で防げる感染症についてはワクチンを接種し抗体を獲得することで，自分のみならず，患者
を感染から守ることができる．また日頃から体調管理を行い，体調不良時には早期に受診し，感染症で
あれば就業制限をおこなうことで他への感染伝播を阻止し，集団発生を回避できる．当院では今春より
保健管理センターが設立され，メンタルヘルスから感染予防まで幅広い対応を行う部門として今後が期
待される．感染予防の面では，①職員のワクチン接種の実施と抗体獲得の記録管理，②感染症症状出現
時の早期の受診勧奨と就業制限勧告，③結核における接触者検診の実施と潜在性結核感染者への対応，
④針刺し事故等の血液体液曝露後の公務災害手続きとその後の経過観察通知，などが主な業務として考
えられる．これらは，感染対策部や感染症科と協働することで効果的に実施され，安心安全な医療を患
者に提供することが可能となる．
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Abstract

Manypatientsreceivinginvasivemedicalproceduresorbeinghighlyimmunocompromisedare
admittedinourhospital.Occupationalhealthisakeytoprotectthesecompromisedhostsfrominfection
becausehealthcarepersonnelworkingthereshouldnottransmitcommunicablediseasestothese
patients.Thereare4programsthatallhealthcarepersonnelshouldparticipateinordertominimizethe
riskofinfectiontopatients;firstlyvaccinationofvaccinepreventablediseasesandkeepingimmunization
record,secondlypromptmedicalconsultationofsickpersonnelandrestrictingtheirwork,thirdlypost-
exposureinvestigationaftercontactinginfectioustuberculosispatientsandfollow-upandtreatmentof
personnelwithlatenttuberculosisinfection,lastlypost-exposurefollow-uptestsafteraneedle-stick
injuryorbloodandbodyfluidexposure.Theseareledbythenewdivisionofoccupationalhealthandalso
supportedbythedepartmentofinfectionpreventionandcontrolandthedepartmentofinfectious
diseases.Theseactivitiesenabletoprovidethepatientsamedicalcarewithsafetyandsecurity.
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は じ め に

多くの大学には学生や職員の健康管理を実施
する保健管理センターが存在する．また，常時
50人以上の労働者を使用する事業場において
は産業医が選任され，職員の健康管理を統括す
る．これまで京都府立医科大学ならびに附属病
院では，感染症にかかわる健康管理においては
感染対策部に多くが委ねられていたが，学生や
職員の健康管理を組織的にかつ効率的に統括管
理する部門として，この4月より吉川学長や福
居顕二精神医学教室教授（前病院長）他，関係
各部門のご尽力のもとに，学生を含む職員の健
康管理を統括する部門ができあがった．保健管
理センターの設立により，メンタル面から感染
症予防まで幅広く，かつきめ細かな学生並びに
職員の健康管理ができるものと期待する．本稿
では，院内感染に関連する感染症に特化した形
で「職員の健康管理」の重要性を述べるととも
に，保健管理センターでの業務として今後取り
組むべき課題についても触れる．

感染対策がなぜ必要なのか？

1．感染対策の目的
感染対策の目的は，①無用な感染から患者

を守ること，②無用な感染から職員を守るこ
と，のふたつの大きな目的がある．前者は医
療従事者から患者，医療器材から患者，ある
いは患者同士，訪問客から患者などの，ヒト・
環境から患者へ感染する交差感染を予防する
ことが目的である．なかでも，手洗い・手指
消毒をはじめとする感染予防対策の確実な実
施がその要となる．後者は，いわゆる職務上
の感染予防を目的としており，感染症患者か
ら職員を守るための手洗いをはじめとする防
御具着用による予防対策，予防接種による抗
体の獲得，感染性病原体曝露後の対応などが
含まれる．これらは間接的に患者を守ること
にもつながる．
2．感染対策において考えるべき「感染の三要
素」（図1）
感染症が拡がるためには，感染源，感染経

路，感受性宿主の3つの要素が必要であり，
感染対策はこれらの3要素のどれか一つに対
応することで感染の拡がりを阻止することが
できるが，通常は2つあるいは3つすべてに
対応することで，感染対策はさらに確実とな
る．
1）感染源の隔離

感染部位を覆う，あるいは感染した患者を
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・ 集団隔離

図1 感染の三要素と感染対策



個室等に隔離することで，感染源を封じ込め
ること（感染源隔離）である．感染対策のな
かで最も単純な方法であるが，患者数が増え
ると実施不可能となる．
2）感染経路の遮断

手洗い・手指消毒，マスク，ガウン，手袋
などの防御具の着用による感染予防策であ
る．最も簡単な対策であるが，インフルエン
ザからエボラ出血熱にいたるまで，すべての
感染症へ対応可能であり，必須の予防策であ
る．
3）感受性宿主の抵抗力増強
B型肝炎や麻疹・水痘・ムンプス・風疹な

どの感染症に対するワクチン接種による発症
予防である．予防接種は3つの要素への対応
のなかで最も確実で効果的な対策である．予
防接種の最大のメリットは，集団免疫であ
る．これはある種の感染症に対してワクチン
接種により多くの人（感染症の種類により異
なるが約85～90％以上）が抗体を持っている
と，その集団の中でたとえ数％の抗体非獲得
者がいても感染症は拡がらないという集団免
疫の力により患者を守ることもできるのであ
る．

さらに糖尿病の血糖コントロール，栄養状
態の改善など，運動などのリハビリテーショ
ンも感染症への抵抗力をあげると共に感染症
の治癒を早める．
3．病院は易感染患者をつくりだす場所（大学
病院という医療施設の特殊性）（図2）
当院は，高度医療をおこなうことで多くの

患者の病気を治療することができる場所であ
るが，と同時に「コンプロマイズドホスト（感
染症にかかりやすいヒト）」をつくりだす現場
でもある．この相反する状況が常に発生して
いるのが「高度医療をおこなう病院」の実態
であり宿命でもある．したがって，「感染症」
は患者の予後を左右するため，患者が感染症
を発症しないようできる限りの方策をとらな
ければならない．当然、医療従事者からの患
者への感染症伝播は，可能な限り阻止しなけ
ればならない．健常者である職員の罹患した
風邪といえども，免疫の低下した入院患者に
とっては致命的な肺炎を引き起こす危険性を
もっている．

感染対策からみた職員健康管理の必要性

これまで述べてきたことは，感染対策の目的
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図2 感染症が発生しやすい病院環境



とその方法，そして当院の特殊性を述べてき
た．病院に入院する患者を感染症から守るの
は，医療に従事する職員の義務であり努めであ
る．前述のように，可能な限り患者への感染症
罹患のリスクを低減させることが必要となる．
すなわち，予防接種で防げる感染症はワクチン
接種により免疫をつけることで感染しないよう
にする，感染症を発症すれば感染症の種類に応
じた就業制限をおこなう，定期健康診断の受診
と体調不良時の受診勧奨などである．これま
で，インフルエンザに罹患した職員から複数患
者への感染伝播，麻疹感染患者からワクチン未
接種の職員への感染，針刺しによる血液曝露後
の職員のB型肝炎ウイルス感染，RSウイルスや
ヒトメタニューモウイルスによる集団発生，結
核発症職員から患者への感染など，さまざまな
院内感染事例が日本国内で多数報告されてい
る．

1．予防可能な感染症に対するワクチン接
種と抗体獲得
2．感染症症状発現時の早期受診と就業制
限
3．結核排菌患者との接触後の接触者検診
と職員の結核早期発見
4．針刺し事故等の血液体液曝露後の対応
と経過観察

1）予防可能な感染症に対するワクチン接種と
抗体獲得
・B型肝炎ワクチン：B型肝炎ウイルス
（HBV），C型肝炎ウイルス（HCV）およ
びヒト免疫不全ウイルス（HIV）の3種
類のウイルスによる感染症は，通常血液
を介して感染するため「血液媒介感染症」
と言われ，医療現場では針刺し事故や血
液体液の粘膜曝露等で感染する．針刺し
事故による感染率は，それぞれ30％，
3％，0.3％と言われ，そのなかでHBVは
感染率が最も高いが，ワクチン接種によ

感染症に関する職員健康管理は
次の4つに分けられる．

り確実に感染予防ができるため，すべて
の医療従事者には必須のワクチンであ
る．

・ウイルス感染症：麻疹，水痘，風疹，ム
ンプスの4つの感染症は，感染力が強く，
免疫がない医療従事者が感染すると次々
に患者へと感染伝播する．さらに小児期
の定期接種に入っていない感染症もあ
り，また年代によってワクチンの抗体獲
得率が低い年齢層もある．小児期にワク
チンを接種した記録は母子手帳のみであ
り，また罹患歴も曖昧であるため抗体価
の測定が必要となる．一時期日本は麻疹
輸出国と言われた時代もあり，また大学
生の間で麻疹が流行したこともあり，そ
の後2回接種が導入され，麻疹患者は大
きく減少した．当院には免疫力の極めて
低下した移植患者や強力な化学療法後の
患者，免疫抑制剤投与を受けている患者
等が入院あるいは外来通院しており，こ
れらの患者に感染すると重篤化あるいは
時に致命的となるため，医療従事者はこ
れらの感染症に対する抗体を確実に獲得
することが必須とされている．当院で
は，平成21年以後「日本環境感染学会の
ワクチン接種ガイドライン」に準拠して，
これらの感染症に対して抗体価の測定と
ワクチン接種を実施している．1）2）過去に
は，入院中に患者が麻疹を発症し，抗体
のない医師がこの患者の診療に従事して
いたことが判明，感染対策部の就業制限
規則にしたがい，潜伏期間の3週間診療
業務を停止していただいた事例がある．
これは本人の意識の低さにのみならず，
職員への就業前の検査と対応が適切に実
施されていなかったためであった．

・インフルエンザ：インフルエンザに関し
ては毎年シーズン開始前に無料で予防接
種を実施しているが，未だにワクチン未
接種の職員がいることも事実である．

メモ：予防接種による集団免疫とは？ワク
チン接種は個人防御のみではなく集
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団への免疫有効性が認められたワク
チンによる高い接種率が達成される
と，感染症の伝播を阻止できる可能
性がある．一般的に集団での抗体保
有率が85～90％を越えると感染症
の伝播が阻止されるとされている。
ワクチン接種を受けていない人や、
接種を受けたが免疫ができなかった
人も感染から保護されることとな
る．この効果を集団免疫という．

2）感染症症状発現時の早期受診と就業制限
毎年，インフルエンザやノロウイルス胃

腸炎の病院内での集団発生（アウトブレイ
ク）は報告されており，当院でも，数年前
にノロウイルスによる集団発生や今年はイ
ンフルエンザの100名を越える集団発生を
経験している．医療従事者から患者への感
染は，発熱，咳，鼻水等あるいは下痢の症
状があるにもかかわらず，受診せずに有症
状のまま就業していたために発生すること
がこれまでの集団発生で見られており，早
期の受診と診断に応じた就業制限を実施す

ることで感染伝播を阻止することが可能と
なる．当院での主な感染症の就業制限を表
1に示す．抗体がない場合の職員の就業制
限は，病院にとって大きな経済的損失のみ
ならず，万が一患者が感染発症した場合の
病院の社会的信頼度の低下は計り知れな
い．ワクチンによる抗体獲得の重要性を物
語るものである．

3）結核排菌患者との接触後検診と結核早期発見
・毎年10名程度の肺結核症例が入院患者
から見つかっている．抗がん剤治療中に
結核が再燃したり，誤嚥性肺炎だと思っ
て入院してきたら肺結核であったという
事例をときどき経験する．当院では，主
治医が「肺の陰＝結核の鑑別」として胸
部の異常陰影に対して結核を鑑別診断し
ており，結核の発見が遅れることは少な
い．また，常に結核を意識するよう，毎
年開催される院内感染対策研修会のうち
一回は「結核」をテーマとして教育啓発
していることの効果が現れているものと
思われる．
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・結核は空気感染を引き起こす．結核と診
断された後の患者は空気感染対応病室に
収容され，患者をケアする医療従事者は
入室前にN95マスクを着用し，空気感染
対策を実施する．これにより，結核感染
の危険性は限りなく低減する．しかしな
がら，「結核と診断される以前」の患者は
結核菌を時に大量に排菌している．患者
の咳により飛散した結核菌は死滅せずに
空気中を飛沫核となり長時間浮遊し，職
員がその飛沫核を肺へ吸入すると感染す
ることとなる．結核と診断する前に患者
のケアをおこなった職員（接触者）は結
核菌に曝露しており，結核感染の危険性
がある．接触者は，曝露状況と曝露時間
によりリスク分類後，リスクの程度に応
じてT-spotなどの血液検査や胸部XPな
どの接触者検診を受けることになる．接
触者の選択は感染対策部で実施するが，
結核に感染したと判断された職員は，治
療を含め少なくとも2年の経過観察が必
要とされるため，公務災害申請を含め保
健管理センターの掌握事例となる．毎
年，数名のイソニアジドによる潜在性結
核感染の治療を感染対策部または感染症
科で実施している．一方，過去に定期健
康診断で胸部異常影を指摘され，職員の
結核発症が見つかった事例があった．異
常影指摘後早期に本人が受診し，肺結核
であることが検査により判明した．異常
影発見から受診までの期間が短かったた
めに大規模な接触者検診を実施するに至
らずにすんだ事例である．他施設では数
百人規模での接触者検診の事例が報告さ
れている．結核は早期発見が重要であ
り，特に職員に関しては，結核の発症リ
スクは一般人よりも数倍高く，2週間以
上続く咳や微熱などの場合には早期に受
診することや定期健康診断での胸部XP
異常陰影は受診勧奨を行い，早期発見に
努めなければならない．産業医・感染症
科・呼吸器内科などの医師の協力が必要

である．
4）針刺し事故等の血液体液曝露後の経過観察

針刺し事故は，針などの鋭利物の取扱い
に問題があるため発生することがわかって
おり，針廃棄容器や種々の安全器材が当院
でも導入されている．しかし，事故をゼロ
にすることはできない現状がある．一旦事
故が発生すれば，事故後の対応が時に時間
単位で要求されることもあり，対応は急を
要す．B型肝炎患者の血液曝露の場合，B
型肝炎の抗体陽性者は抗体に守られている
ため事故後の対応は不要であるが，抗体陰
性の職員には48時間以内にHB免疫グロブ
リンの投与に加え，同時にB型肝炎ワクチ
ン接種プログラム（0，1，6か月）を開始
しなければならない．一方，C型肝炎患者
からの血液曝露では，発症予防法がないた
め経過観察のみとなる．経過観察期間中は
定期的に血液検査（HCV抗体と肝機能）を
実施する．HIV感染症患者での針刺し事故
の場合は，曝露後「数時間以内に抗HIV薬
を開始」することが推奨されており，4週間
服用する．定期的な受診と投薬は感染症科
で行うこととなる．経過観察時期のお知ら
せや公務災害手続き等が別途必要となり，
これらが一括して健康管理センターで実施
されることが望しい．

感染症に関わる今後の課題

1．委託職員抗体獲得状況の把握と非獲得者へ
のワクチンの確実な接種
現在これらは各部門の責任者に委ねられて

いるが，確実な履行確認が必要である．
2．他学からの実習生の「抗体獲得状況の把握
と非獲得者へのワクチン確実な接種記録」の
管理
当院へは医学生，看護学生，リハビリ技師

学校生，検査技師学校生，薬大生など他大
学・他施設から非常に多くの実習生を受けて
いるため，実習前に実習生が表3の条件を満
たしている必要がある．確実な実施のために
は，保健管理センターから担当各部署への通
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知の徹底と履行確認が必要である．
3．研修医を含め多くの新規職員は，4月から
診療等に従事することになるが，勤務開始時
にはB型肝炎ならびに4種のウイルスへの抗
体獲得が理想であり，それに向けた「抗体確
認からワクチン接種まで」のスケジュールの
調整が必要である．
4．HCV，HIV，HBVに感染している職員への
対応：過去にはHCVに感染した職員の事例
もあり，海外ではこれらの感染した医療従事

者を介した院内感染が発生している．現時点
で当院を含め日本にはこれらのウイルスに感
染した職員への職務制限等はおこなわれてい
ないが，これらの職員への健康管理を含め今
後検討する必要があると感じている．
5．職員データの一元化管理：感染症が発生し
た場合に，迅速に対応するためには関係職員
の抗体価などのデータをリアルタイムに感染
対策部で閲覧できる必要があり，一元化され
ていることで初動はより早くなる．
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表3 実習生に受け入れ時の感染症に対する抗体検査およびワクチン接種

表2 健康管理項目と期待される業務内容



最 後 に

安全な就業環境の提供は，大学並びに附属病
院の管理者の責務であり，医療安全管理部，感
染対策部，病院管理課をはじめとする関係部署
の協力が必須である．これまで煩雑であった職
員の健康管理を統括する部門として設立された
保健管理センターの果たす役割は大きく，感染
症に関しても，感染対策部との連携が期待され

る．病院という特殊な職場において，医療に従
事する職員の健康管理は，他の事業所が取り扱
う内容よりも多く，さらに複雑である．当院の
理念にもあるように、「世界のトップレベル」の
健康管理部門を目指して，今後の活躍が期待さ
れる．そのための協力は惜しまないつもりであ
る．

開示すべき潜在的利益相反状態はない．
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